介護雇用プログラムＱ＆Ａ（対象者）
Ｑ　今、他の業種（会社）で働いていますが、１０月１日には失業する予定です。
この場合は対象者となりますか。

Ａ　このプログラムは、失業者等を対象としていますので、現在働いておられる方は対象
になりません。
ただし、雇用契約の満了により雇用開始日に失業することが確実な場合は対象と
なります。
また、自己都合で退職される方や、既に介護分野の緊急雇用対策事業で雇用されてい
た方は対象とならない場合がありますのでご留意ください。

Ｑ　現在、福祉・介護の業務に従事中の場合や、少し前まで福祉・介護の業務に従事していた
場合は対象となりますか。

Ａ　現在、福祉・介護の業務に従事している方や、直近３か月以内に福祉・介護の業務に
従事していたという方は対象外です。

Ｑ　すでに就職先が内定している場合は、対象となりますか。

Ａ　このプログラムの求人に応募する際に、業者や分野に関係なく、就職先が内定してい
る方は対象外となります。
Ｑ　福祉・介護の職場で働いた経験が全くないのですが、対象となりますか。

Ａ　対象となります。
このプログラムは、介護の資格が無い方、もしくは介護の資格を有しているものの実務経験がない方が対象となりますので、たとえ福祉・介護の職場で働いた経験がなく無資格の方でも、介護等の職に従事する意欲がある方は対象となります。有資格で実務経験が無い方も同様です。このプログラムの求人に応募し採用された場合は、１年間介護等の施設で介護の職に従事していただきます。また、もっぱら資格取得のみを目的とする方は、対象外となりますので留意してください。

Ｑ　　専業主婦でも対象となりますか。

Ａ　このプログラムは、求職活動をしている方を対象としています。
現在、専業主婦であっても、福祉・介護施設や事業所で働く意欲があって求職活動をしている方は対象です。

介護の資格が無い方（ホームヘルパー３級のみの資格取得者は無資格に含む）もしくは、介護の資格を有しているものの実務経験がない方が対象となります。
もっぱら資格取得のみを目的とする方は、対象外となりますのでご留意ください。

Ｑ　年齢制限はありますか。

Ａ　一律の年齢制限はありませんが、雇用事業者により、年齢制限を付している場合があります。詳しくは求人票を確認してください。

Ｑ　ホームヘルパー３級を持っている場合は、対象となりますか。

Ａ　ホームヘルパー３級のみの資格を持っている方は資格が無い方に含まれます。働きながら資格をとるコースの対象者となります。
Ｑ　ホームヘルパー２級を持っています。　働きながら資格をとるコースで「介護福祉士」の資格は取れますか。
Ａ　働きながら資格をとるコースは、介護の資格が無い方が前提です。既にホームヘルパー２級の資格をお持ちの方は、このコースの対象になりません。
　ただし、ホームヘルパー２級の資格を持っていても、介護の実務経験が無ければ、有資格者向けコースの対象者となります。
Ｑ　高校を中退しましたが、このプログラムの求人に応募できますか。
Ａ　求職中の方で、対象条件に当てはまれば応募できます。
滋賀県











